
事務室ご担当者さま 

  ご面倒をおかけしますが、高教組分会長または書記長へお渡しください  (全３枚) 

 新潟高教組速報  

中教審「審議まとめ」提出 
2024 年５月 14 日 全組合員配布・分会掲示 

給特法を廃止し、時間外勤務の実態が

可視化されなければ長時間労働の状

況は改善されない！！ 

「お金を払うからもっと頑張れ」では

学校現場は成り立たない！ 
中教審「質の高い教師の確保特別部会」は 5 月 13 日(月)に第 13 回の特別部会を開催し、

この間議論されてきた教員の働き方改革や処遇改善について、「審議まとめ」を文科省に

提出した。新高教は日教組方針に基づき、給特法廃止・抜本的見直しにむけてとりくみを

行っている。今回まとめられた内容は、給特法の枠組みを維持する（教職調整額を 10％以

上に引き上げる）もので、ますます教員へ「無定量な時間外勤務」を科すものに他ならな

い。新高教は新潟・富山・石川・福井県教職員組合、石川県高等学校教職員組合、北陸中

央病院職員組合と連携し、合同声明（別紙）を発表した。 

※審議のまとめポイント 

◯「教職調整額」の率は少なくとも 10%以上とすることが必要。 

教職調整額を支給する仕組みは現在においても合理性を有する。 

◯学級担任の教師について義務教育等特別手当の額を加算する必要がある。 

◯管理職の適切な学校運営が重要。職務・職責の重要性を踏まえ手当の改善が必要。 

◯「教諭」と「主幹教諭」の新たな級の創設。（若手をサポートする新ポスト） 

主任手当よりも高い処遇を想定。給与面で優遇。 

◯「勤務間インターバル」を学校においても進めることが必要。 

◯時間外在校等時間は全ての教師が月 45 時間以内となることを目標とし、将来的

には平均値として月 20 時間程度への縮減をめざす。 

◯新卒教員は教科担任としたり、持ち授業時数を軽減したりする。 



日教組書記長談話（5 月 13 日付け） 
---------------------------------------------------------------------------- 
本日、中教審「質の高い教師の確保特別部会」は「『令和の日本型学校教育』を担う質

の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について（審議のまとめ）」を
公表した。 
「審議まとめ」では、学校の働き方改革として、業務削減について、業務の適正化の推

進のため「見える化」と PDCA サイクルの構築をはかるなどとしたが、学習指導要領の内
容の精選等は今後の検討とし、部活動の地域移行で挙げられている課題の解決などにはふ
れていない。学校の指導・運営体制として、教職員定数改善について、持ち授業時数制限
は行わず、小学校教科担任制の中学年への拡大、全中学校への生徒指導加配の配置、スタ
ッフ職の拡充などにとどまった。すべての校種・職種で人が足りないという現場の声には
応えていない。さらに、給特法は維持するとした。 
処遇改善について、教職調整額増額、担任手当の新設、新たな級を創設するとした。処遇
改善は必要であるものの、あり方や財源確保などに課題がある。 
 今、学校は待ったなしの危機的状況にある。実効性ある学校の働き方改革、教員の長時
間労働是正策は、業務を減らすこと、人を増やすことしかありえず、すでに学校・教職員
の努力では限界である。「審議まとめ」はどちらも不十分であり、現場教職員が希望を持
てる内容とはまったくなっていない。さらには、勤務時間意識を希薄にし、時間外労働を
容認する要因となっている給特法は廃止もしくは抜本的に見直すべきあり、19 年給特法改
正時の附帯決議の議論が深まらず維持としたことは甚だ遺憾である。 
日教組には教職員、そして多くの市民から「学校の大ピンチ」を救う方策を求める 70

万筆を超える署名が寄せられた。中教審・文科省には、この思いを真摯に受け止め、さら
なる検討を重ね、実効性ある学校の働き方改革、持続可能な学校が実現される施策実施を
強く求める。 
 日教組は引き続き、子どもたちのゆたかな学びが保障され、誰もが安心して働き続ける
ことができる学校の実現にむけ、業務削減、教職員定数改善、給特法の廃止・抜本的見直
しを求めとりくむ。 
 ------------------------------------------------------------------------------ 

13 日開催の特別部会の内容、まとめられた提言（審議まとめ）について、5 月 13 日(月)16
時より、県庁記者会見室で共同声明文発表の記者会見を行い、同 17 時より、新潟駅まで街宣行
動を行った。引き続き日教組と連携し、働き方改革にむけた、必要な人員確保、実効性のある
業務削減、教職員の真の処遇改善をめざし、とりくみを行う。（以下 5 月 14 日付新潟日報記事） 

 


